地域猫活動を検討している方へ
活動開始前に、次の点についてご確認ください。
	項目
	確認事項

	１．活動の趣旨（目的）を再確認する
	

	· 地域猫活動は、猫の好き、嫌いに関係なく、野良猫も命あるものとして捉えたうえで、「野良猫の数」と「野良猫による被害」を減らすことが最大の目的です。そのため、不妊去勢手術後も、適正な世話を続けることが必要です。
	

	２．活動内容について、継続して行なえるかどうか確認する
	

	地域猫活動は、不妊去勢手術をして終わりではありません。手術後も猫がいる限りは世話を続けることになります。また、活動報告書等の提出も必要です。５年～１０年ぐらいの活動になることもありますので、息の長い活動となります。
	

	（1） 不妊去勢手術　
· 市役所から補助が出るのは、不妊去勢手術費用のみです。【詳しくは３（２）をご覧ください。】病気の治療など、直接手術に関係のない部分については助成はありません。
· 間違って飼い猫を捕獲しないように注意しましょう。捕獲の際は、事前にご近所の方へお知らせしておくことをお勧めします。
· 手術が終わったら、目印として耳にピアスをつけます。（メスは右耳、オスは左耳。）手術の際に獣医の先生に付けてもらいます
· 手術の際は、必ず、事前に動物病院に電話し、地域猫の受け入れとピアスの装着が可能かどうか確認してください。料金についても確認しておきましょう。

	□ 捕獲場所や方法を検討する
□ 病院を決める
□ 病院への送迎担当者を決める


	（2） エサの管理

· エサ場はご近所の迷惑にならない場所に設置します。
· やりっぱなしは不衛生ですし、カラスやハエなども寄ってきます。食べるまで見届けて、食べ残しは片付けます。
・  できるだけ一定の時間にエサを与えましょう（猫がその時間だけ寄ってくるようにし、エサを求めてうろつくことを防ぐことができます。）
	□ エサ場を決める

□ エサの時間を決める

□ エサの用意（購入）方法を決める（費用は誰がどう負担するか）

	（3） トイレの管理。フン尿の始末

· ご近所の迷惑にならない場所に猫用トイレを設置し、使用するようしつけましょう。（決まったトイレを使用するようになれば、ご近所でのフン害を防ぐことができます。また、あちこちフンを拾って回ることもなくなるので、片付けも楽になります。）
· こまめに掃除をしましょう。できれば、ついでに周辺の掃除も合わせて行なうと、町がキレイになり、活動への理解も得られやすくなります。
· ご近所からフン尿の相談が寄せられた時は、誠実に対応しましょう。
	□ トイレの場所を決める
□ トイレを設置する
□ 掃除担当者を決める

	（4） 地区の方へ活動状況を報告

· 活動の趣旨や、手術の進み具合をご近所の方に報告し、情報の共有をしてください。報告することで活動への理解が深まるだけでなく、猫を飼っている方にとっても、正しい飼い方（捨てない、野良猫と間違われないようにする、など）について考えていただく機会にもなります。
· チラシを作って回覧したり、自治会の掲示板等を利用させてもらえると効果的です。自治会長さんに相談してみましょう。市役所でもお手伝いをしますので、ご相談ください。
· 活動開始後は、市役所へ活動状況の報告を提出していただくことになります。
	

	（5） ご近所への配慮

・ご近所には猫が苦手な方やアレルギーをお持ちの方もいますので、配慮を忘れずに。積極的に挨拶をするなど、普段からご近所とのコミュニケーションを深めましょう。
	

	３．２つの活動方法がある
	

	「自治会ぐるみ」でする場合と、「３人以上のグループ」でする場合の２通りがあります。どちらの場合も、活動を行うことについて自治会の承認が必要です。
	

	（１）「自治会」と「グループ」の違い①
	

	
	
	活動者
	対象となる猫
	申請手続／振込先
	
	

	
	自治会
	特に定めなし。自治会で話し合ってください。
	原則として自治会内にいる野良猫全部
	自治会長名で行なう／自治会口座
	
	

	
	グループ
	３人以上（地区の住民を少なくとも１人は含むこと）※
	自分たちで管理できる野良猫のみ
	グループ代表者名で行なう／グループ代表者口座
	
	

	　　※　「３人以上」必要な理由は、活動代表者に用事があったり、入院や旅行などで不在にする場合でも、猫の世話をできる体制を用意しておく必要があるためです。
	
	

	（２）「自治会」と「グループ」の違い②（助成額について）
	□自己負担分をどのように負担するか決める

	
	
	活動１年度目
（開始～３月末）
	活動２年度目
（４月～３月末）
	活動３年度目以降
（４月～３月末）
	
	

	
	自治会
	手術費用の全額（ただし、メス３万円、オス１.５万円まで）
	手術費用の２／３（ただし、メス２万円、オス１万円まで）
	手術費用の１／２（ただし、メス１.５万円、オス7500円まで）
	
	

	
	グループ
	手術費用の２／３（ただし、メス２万円、オス１万円まで）
	手術費用の１／２（ただし、メス１.５万円、オス7500円まで）
	
	

	· 助成率は活動開始後、徐々に下がっていきます。活動開始後はできるだけ早めに手術を進めてください。
· 「活動１年度目」とは、「年度」単位での計算になります。例えばＨ２２年６月に開始した場合、１年度目はＨ２２年６月～Ｈ２３年３月までとなり、Ｈ２３年４月からは２年度目となります。
· 助成の対象となるのは、不妊去勢手術にかかる費用のみです。それ以外の病気・ケガ等の治療や投薬にかかる費用は助成の対象となりません。エサ代も助成の対象にはなりません。
· 自己負担部分について、誰がどのように負担するか、事前によく話し合ってください。（自治会で取り組む場合、自治会費で支出するか、有志の方の個人負担とするか、特に確認が必要です。）
	

	４．自治会の承認が必要となる
	□自治会長に活動希望の意思を伝える

□自治会長に制度の趣旨を説明する

□「自治会」と「グループ」どちらの区分で活動するか話し合う


	「自治会」で活動する場合も、「グループ」で活動する場合も、活動を行うことについて自治会の了解が必要です。

※自治会の承認を得る理由

　① 地区の合意のもとに実施する制度であるため。
（地域猫活動は、猫が好きな人・嫌いな人の個人的な活動としてではなく、「住み良い地区にするための住民の共通課題」として取り組むものである、と捉えるため）

　② 地域住民の方にも活動について理解していただくため。

（1） 単なるエサやりをしていると誤解されないように、地域猫活動について周知するため

（2） 猫の飼い主さんにも、正しい飼い方について考えていただくきっかけにするため。

（3） 特に「自治会」単位で活動する場合、地区内にいる野良猫は一気に手術を進めるほうが効果的です。そのためには地区の皆さまに協力いただくことも出てくるため。

※ 必要に応じて、自治会内で文書の回覧などを市からお願いすることがあります。

※ 自治会に活動内容をご理解いただき、了承いただくことは、今後の活動を効果的に進めるために、とても重要です。そのため、自治会長さんに説明に行く前に、市へご相談ください。また、市の職員が説明に行くこともできますので、ご遠慮なくご相談ください。


	

	参考．協力者や活動資金の集め方について
	

	　手術費用については上記のとおり、市の助成制度がありますが、そのほかの自己負担分については、ご自分たちで対応していただくことになります。チラシを作って協力者を募集したり、募金箱を設置したり、地区でフリーマーケット等を開催して集める方法もあります。活動のＰＲにもなりますので、工夫してみましょう。市でもお手伝いさせていただきますので、ご相談ください。
	



【問合せ先】　佐賀市役所　環境課　生活環境係　　電話：０９５２－４０－７２００
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